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１　根拠法令

２　北海道入札監視委員会（平成15年4月1日設置）の概要

（１）目的

　建設工事及び工事に係る設計、測量、地質調査等の委託業務(以下｢工事等｣)の入札及び契約の過程並び

に契約の内容の透明性を確保するため

（２）組織及び運営

（３）所掌事務

（４）委員

　　大久保　　　誠　　（弁護士） (新任)

　　岡　田　美弥子　　（大学教授） (新任)

　　岸　　　邦　宏　　（大学准教授） (新任)

　　清　平　秀　幸　　（公認会計士） (新任)

　　八　幡　雄　治　　（公証人） (再任)

五十音順、敬称略

（５）平成３０年度の活動実績

H30第１回定例会 報告事項 H29入札契約執行状況（H30.3末）

平成30年7月25日 談合情報対応状況

議事 H30活動計画

現地調査 北海道胆振東部地震の影響を考慮し、中止

※　当初予定 H30.10.11     　　　 胆振総合振興局

H30.10.29～30　　オホーツク総合振興局

H30第２回定例会 報告事項 H30入札契約執行状況（H30.9末）

平成31年1月17日

審議 抽出審議（空知総合振興局札幌建設管理部）

その他（設計変更の運用状況、指名停止事務処理要領の改正等）

委　員

任　期

③入札・契約手続に係る再苦情の審議 ※工事等における入札・契約の過程における苦情処理要綱

④指名停止等に係る再苦情の審議 ※工事等に係る指名停止等における苦情処理要領

⑤談合情報の審議 ※談合情報対応手続

平成31年（2019年）4月～令和３年（2021年）3月（9期）

①入札・契約手続の運用状況等の報告を受ける ※各部等からの報告に基づき資料を作成

②工事等案件の抽出審議、意見具申、勧告 ※委員抽出案件を発注機関の立会いのもと審議

⑥入札契約制度の適正化に関する連絡調整会議開催
　要綱第４の５に定める事項の審議、意見具申

※入札契約制度の適正化に関する連絡調整会議開催要綱

委 員 長 　委員の互選

委員長代理 　委員長が指名

委 員 会

　委員の過半数が出席で成立　（３人以上）

　議事は委員の過半数を持って決し、可否同数は委員長が決する。

　審議は非公開、議事の概要等を公表

北海道入札監視委員会の概要

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(H13施行)及び「適正化指針」(H13決定)
　　入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保するため、競争参加資格の設定・確認、指名及び
　落札者決定経緯等について､定期的に報告を徴収し､その内容の審査及び意見の具申ができる入札監視委員
　会等の第三者機関の活用その他学識経験者等の第三者の意見を適切に反映する方策を講ずるものとする。

委　　員 　6名以内（H15～H20は5名、H21～H26は6名、H27～5名）氏名及び職業を公表

任　　期 　2年　（再任可）
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◎条例の概要

項　目 備 考

(1)設置 知事の附属機関として入札監視委員会を置く。 第1条

第2条

第3条

(4)委員長 委員長は、委員が互選する。 第4条

第5条～

第8条

※廃止

◎条例の制定に伴い改正等がなされた要領等

改正概要 所管課

条例第８条の規定に基づき、委員会の運営に関して必要な事項を規定 総務部

行政改革課

総務部

行政改革課

出納局

財務指導課

※「設置要綱」→「開催要綱」

(5)その他委
員会の運営に
必要な事項

(2)所掌事項

(3)組織

内　容

平成28年4月1日施行期日

  ア  委員会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議す
　　 る。
　 (ｱ) 公共工事等に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容の透
         明性の確保に関すること。
　 (ｲ) 公共工事等に係る入札及び契約の過程についての苦情に関す
         ること。
　 (ｳ) 公共調達に係る談合の情報に関すること。
　 (ｴ) 公共調達に係る入札及び契約の制度の適正化に関すること。
  イ　委員会は、公共調達に係る入札及び契約の適正化に関し、知
        事に意見を述べることができる。

委員６人以内で組織し、委員は、学識経験者等から知事が任命する。委
員の任期は、２年とする。

ア　会議の定足数、議決など
イ　委員の除斥
ウ　委員の秘密保持義務
エ　委員長への委任

北海道入札監視委員会条例の制定について

内　　　　容

公共調達に係る入札及び契約の適正化を図るための知事の附属機関として、北海道入札
監視委員会を設置する。

趣　旨

北海道入札監視委員会設置要綱

北海道職員からの公共調
達に係る通報窓口設置要
綱

※内容は、条例化に伴い廃止された「北海道入札監視委員会設置要綱」
及び「北海道入札監視委員会の運営に関する事務処理要領」を踏襲

「附属機関等の設置及び運営に関する基準」の改正に伴い、「開催」を
趣旨とするための文言整理

名　称

入札契約制度の適正化に
関する連絡調整会議開催
要綱

北海道入札監視委員会運
営要領

条例化に際し、「公共調達に係る通報に関する事務」を入札監視委員会
の所掌事項から除外したことに伴い、旧事務処理要領を廃し、新たに制
定
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北海道入札監視委員会　設置関係法令等

○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（H12.11）

　第３条　公共工事の入札及び契約について、次の掲げるところにより、その適正化が図らなければな

　　　　らない。

　　一　入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。

　　二　入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進される

　　　こと。

　第15条　国は地方公共団体の長による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する

　　　　 指針を定めなければならない。

　　二　入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に

　　　反映する方策。

　　三　入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策。

○公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（適正化指針）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H13.3閣議決定）

　前文　～　地方公共団体の長は、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置を講ずるよう

　　　　　努める。

　第2ｰ1ｰ(2)　入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を

　　　　　　適切に反映する方策に関すること

　　　　　　　透明性を確保するためには、第三者の監視を受けることが有効。

　　　　　　　競争参加資格の設定・確認、指名及び落札者決定の経緯等について定期的に報告を徴収

　　　　　　し、その内容の審査及び意見の具申ができる入札監視委員会等の第三者機関の活用その他

　　　　　　の学識経験者等の第三者の意見を適切に反映する方策を講ずるものとする。

　第2-2-(2)　入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること

　　　　　　　入札及び契約の過程についての苦情に対する説明に対し、さらに不服のある場合は、中

　　　　　　立・公正に処理する仕組みを整備するものとする。

　　　　　　　手続きの透明性を一層高めるため、入札監視委員会等の第三者機関を活用することが

　　　　　　適切。

○公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（適正化指針）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H18.5改正）

　第2-2-(2)　入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること

　　　　　　　発注者による指名停止措置について、指名停止を受けた者が、公表された指名停止の理

　　　　　　由等を踏まえ、当該指名停止措置について不服があるとの申出をした場合においては当該

　　　　　　申出の内容を検討し、回答することとする。（追加）

・工事等に係る指名停止等における苦情処理要領（H19.1制定）　（出納局、発注3部）

　第4-2-(2)　再苦情の申立てがあったときは、速やかに北海道入札監視委員会に審議を依頼。

北海道入札監視委員会を設置　　所掌事務　①、②、③

所掌事務　④　を追加
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○入札契約制度の適正化に関する連絡調整会議設置（H28.4改正）

　　　公共工事等に係る入札契約制度の適正化を図るとともに、施策の円滑な実施を図るため入札契約

　　制度の適正化に関する連絡調整会議

　　　１　入札契約制度の適正化の取組方針の策定

　　　２　入札契約制度の適正化に関連する事項

　　　委　員：副知事(議長)､総務部長､農政部長､水産林務部長､建設部長､出納局長

　　　幹事会：各部代表課長､建設情報課長

　　　第４の５　議長が重要と認める事項については、入札監視委員会に審議を要請し、意見の具申

　　　　　　　を受けなければならない。

○都道府県の公共調達改革に関する指針(緊急報告)（H18.12）

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・公共調達に関するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ）

　(２)内部通報制度の整備

　　  官製談合を防止するため、内部通報制度を整備する必要。

 　　 弁護士等外部の有識者による独立した通報窓口を設置すべき。

○入札契約制度の適正化に係る取組方針（H19.8）（入札契約制度の適正化に関する連絡会議）

　Ⅱｰ第3　談合その他の不正行為の排除

　　　　　 談合情報に対する対応の一層の公正性や客観性を確保するため、「談合情報対応手続」を改

　　　　正し、契約の方法別の対応について明確にするとともに、入札監視委員会に談合情報に関する

　　　　調査検証機能を付与。

　Ⅲｰ第1　官製談合の防止

　　　　 　公共調達に関連し、談合情報の適切な対応に資するため、入札監視委員会に内部通報窓口を

              設置。

・談合情報対応手続（H19.8改正）(出納局)

　第１-１-(３)　談合情報を公正取引委員会及び警察並びに行政改革局長への談合情報の通報

　第１-１-(８)　工事等に関する談合情報の入札監視委員会への審議依頼(３０日内に  意見書を通知)

所掌事務　⑤　を追加

所掌事務 ⑥ を追加
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○北海道入札監視委員会運営要領（H28.4制定）
　１　対象工事等

　　　　本庁、部局長、企業局において所管する予定価格が２５０万円以上の建設工事、100万円

　　　以上の工事に係る設計、測量、地質調査等の委託業務

　２　所掌事務

　　①　入札・契約手続の運用状況等の報告

　　　　各発注機関が発注した工事及び工事に係る委託の入札及び契約状況を報告

　　　　報告部局：農政部、水産林務部、建設部、各(総合)振興局、教育庁、警察本部、企業局

　　　　報告期限

　　②　工事等案件の抽出審議、意見具申、勧告

　　　　上記報告の中から、入札監視委員会が無作為に抽出。必要に応じ、現地調査を行うことが

　　　できる。原則、当該案件を所管する本庁、部局又は企業局を立会させる。

　　　　案件の抽出は、委員会において指名された委員が行う。

　　③　入札・契約手続に係る再苦情の審議

　　　　工事等における入札・契約の過程における苦情処理要綱による。

　　　　再苦情の申立てがあった場合、審議依頼に基づき、意見書を作成し報告。

　　　　再苦情の申立てがあった日から概ね５０日以内。

　　④　指名停止等に係る再苦情の審議

　　　　工事等に係る指名停止等における苦情処理要領による。

　　　　再苦情の申立てがあった場合、審議依頼に基づき、意見書を作成し報告。

　　　　再苦情の申立てがあった日から概ね５０日以内。

　　⑤　談合情報の審議

　　　　工事等に関する談合情報について、審議依頼に基づき、意見書を作成し通知。

　　　　その他必要と認める場合において、談合情報対応等に関する審議を行うことができる。

　　　　審議依頼を受けた日から概ね３０日以内。

　　⑥　入札契約制度の適正化に関する連絡調整会議開催要綱第４の５に定める事項の審議、意見具申

　　　　入札契約制度の適正化の取組方針の策定等に関し、重要な事項について連絡調整会議からの審

　　　議依頼に基づき、意見を具申。

報告対象期間 関係の部長等への提出期限 総務部長への提出期限

１～3月入札執行分 4月末日 5月10日

４～6月入札執行分 7月末日 8月10日

7～９月入札執行分 10月末日 11月10日

10～12月入札執行分 1月末日 2月10日

契　約　方　法 審　　議　　内　　容

一 般 競 争 入 札

参加資格の設定理由、経緯等公 募 型 指 名 競 争 入 札

工 事 希 望 型 指 名 競 争 入 札

指 名 競 争 入 札 指名の理由、経緯等

随 意 契 約 選定理由、経緯等
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　　１　道職員からの公共調達に係る通報の窓口

　　　　公共調達に関し、職務上の行為が法令等に違反している等の場合、内部通報者との連絡調整。

　　　　（イメージ図）

必要措置指示 (通知) (通報)

(措置報告) (送付)

(確認返答) (内容確認) 措置報告

(確認返答) (内容確認)

知　　事

通報窓口

通報者

○北海道職員からの公共調達に係る通報窓口設置要綱（H29.4制定（委員会所掌から除外））

所  属  長 通報者

通報窓口

通報窓口 総務部長

20日以内に調査

開始の有無報告

重要、異例通報、管理

職員に係る通報の場合、

調査開始を報告
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　地方公共団体の入札・契約手続きは、主に地方自治法令による。

１　入札契約の流れについて

　　地方自治法第234条第１項において、地方公共団体の契約の方法は、一般競争入札、指名

　競争入札、随意契約又はせり売りのいずれかの方法により締結することになる。

　　同第３項では、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合に、「予定価格の制限の範囲

　内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする」いわゆる自動

　落札方式を原則。（道有財産等の売払いの場合は最高の価格、工事等の場合は最低の価格）

　　自動落札方式の例外として、地方自治法施行令において「低入札価格調査制度、最低制限

　価格制度、総合評価落札方式」を認めている。

図１

『北海道における入札制度等の概要について』
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２　契約方法について

　（１）入札方法について

●　道が発注する工事の請負契約のうち「地方公共団体の物品又は

　特定役務の調達手続の特例を定める政令」（いわゆるＷＴＯ案件）

　に基づき資格を定めて行う入札。

　　対象工事：22億９千万円以上の工事

●　道が発注する工事の請負契約のうち、地方自治法施行令第167条

　の５の２の規定に基づく資格を定めて行う入札。

　　対象工事：原則１千万円以上、上記以下の工事

●　道が発注する設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託契

　約のうち、入札に参加する者の事業所の所在地に関する要件を定

　めて行う入札。

　　対象工事：測量等の平易な委託業務を対象に実施

●　指名競争入札は、地方自治法施行令において、

　　・　その性質又は目的が一般競争入札に適しないとき

　　・　その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争

　　　入札に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき

　　・　一般競争入札に付することが不利と認められるとき

　に認められており、道の財務規則では、

　　・　特殊な技術を必要とする工事等の場合

　　・　競争に加わるべき者が７人以下であるような場合

　　・　契約上の義務違反があるときは、道の事業に著しく支障をき

　　　たす恐れがある場合

　には、指名競争入札によることができることとしている。

　　工事においては、１千万円未満及び災害など発注に要する期間

　を短縮する必要がある場合に活用。

　　指名競争入札の実施に当たっては、あらかじめ各発注機関の長等で

　組織する指名選考委員会において指名する者の選考を行っている。

　　道では、指名選考手続の透明性、公正性を高めるため、指名基準

　を定めるとともに、指名選考過程を公表している。

●　随意契約は、契約の目的物に代替性がないなど

　　・　その性質又は目的が競争入札に適しない

　　・　緊急の必要により競争入札に付することができないとき

　　・　時価に比べて著しく有利な価格で契約を締結することができ

　　　る見込みのあるとき

　に行うことができる。

　　道では、財務規則の運用方針で随意契約ができる場合を限定的に

　列挙しているほか、「随意契約のガイドライン」を定めて運用

　している。

随意契約

一
般
競
争
入
札

条　件　付

制　限　付

地域限定型

指名競争入札
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　（２）落札方式について

●　一般競争入札又は指名競争入札に付する場合に、予定価格の制限の範囲内で最

　　高又は最低の価格をもって申込みした者を契約の相手方とする方式。

●　あらかじめ基準価格を設定し、入札価格が当該基準価格を下回り、失格判断基

　　準額以内である場合に、契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあるか否かを

　　調査し、履行可能な場合、その者と契約を締結する方式で、現在、道では、条件付一般

　　競争入札による工事及び総合評価落札方式による工事の入札において適用。

図２

　調査基準価格を下回っても失格判断基

準額以上であれば、直ちに失格とはせず

に落札者の決定を留保し、履行可能か否

かを調査して落札者を決定。

※失格判断基準

　低入札調査基準価格を下回る入札のう

ち、契約の内容に適合した履行が確保で

きない蓋然性が高いものとして、調査を

行うことなく失格とする基準。

●　あらかじめ最低制限価格を設定し、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限

　　価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を

　　落札者とする方式で　、現在、道では、原則として予定価格が250万円を超える工事及び

　　100万円を超える工事に係る委託業務に適用。ただし、低入札価格調査制度適用工事を

　　除く。

図３

　最低制限価格を下回った場合は、直ち

に失格となり、予定価格の制限の範囲内

で最低制限価格以上で最低の価格で申込

みをした者を落札者として決定。

●　価格その他の条件が地方公共団体のとって最も有利なものをもって申込みを

　　した者を落札者とする方式ですが、落札決定するためには公平な判断が必要なことか

　　ら、「落札者決定基準」を定める必要があり、また、その際に学識経験者から意見を聴取

　することを義務づけ。

　　金額だけではなく、施工計画や施工実績を加味し、それを点数化して落札者を

　決定。

　　この場合、低入札価格調査制度を適用。

自動落札
方式

自
動
落
札
方
式
の
例
外

低
入
札
価
格
調
査
制
度

最
低
制
限
価
格
制
度

総
合
評
価
落
札
方
式
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　（３）入札・契約制度のイメージ図

　（４）公共工事等入札（随契）方法の主なもの

技術評価点
＋価格評価
点＋施工体
制評価点

価格のみ

価格のみ

価格のみ

技術提案
書による

価格競争によらず、技術提案
を求め、最良の提案をしたも
のと契約

見積合わせ
財務規則に定められた左記の金
額以下の場合

価格のみ

指名競争

１者随契

地域要件等の制限を設定する
主に工事

一般のうち、工事の規模等により
高度な技術力が求められる工事

一般のうち、簡易な測量など地域
をより限定可能な業務

指名委員会が入札参加業者を指
名
主に委託業務

価格のみ

同上

工事：250万円未満

委託：100万円未満

区分 種類
金額

指名競争

その者以外と契約しがたい業務
（特殊案件等）

随意契約

落札者
決定方法

自動落札
方式

要件

適用

随意契約

委託：100万円以上

プロポーザル

要件無し
特
殊

入札

総合評価

一般競争
（制限付等）

同上

地域限定

工事：250万円以上

落
札
方
式

最低制限価格制度
低入札価格調査制度

自動落札方式の例外

総合評価落札方式

入
札
方
式 条件付 制限付 地域限定型

一般競争
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３　道における競争入札参加資格について

　（１）資格の種類と主な発注機関等について

　　　道では、建設工事や物品等の購入に当たり、あらかじめ競争入札に参加する者の資格を

　　定めている。

一般土木工事

舗装工事

鋼橋上部工事

建築工事

電気工事

管工事

建築設計

造林

土木設計

測量

地質調査

塗装工事

道路標識設置工事

造園工事

機械器具設置工事

道路清掃

技術資料作成

　　（注１）主な資格の種類と工事の内容
　　　・一般土木工事 ：農業土木工事、森林土木工事、水産土木工事及び特殊工事以外の

土木工事で、橋梁下部工事、簡易橋、しゅんせつ工事及びＰＳコ
ンクリート工事を含む。

　　　・舗装工事 ：アスファルト舗装等のほか簡易舗装も含む。
　　　・鋼橋上部工事 ：鋼橋製作者により行われる鋼桁製作、輸送、架設、床板工等の鋼

橋製作から完成までの一連の工事を含む。
　　　・農業土木工事 ：農業農村整備事業等の土木工事（区画整理工事、水路工事、農道

改良工事等）をいう。
　　　・水産土木工事 ：沿岸漁場整備開発事業等の土木工事（漁港工事を除く。）をいう。
　　　・森林土木工事 ：治山工事、林道造成工事等の土木工事をいい、環境生活部所管の

公園工事を含む。
　　（注２）発注権限
　　　・本庁における契約締結権限は知事であるが、５億円未満の工事等については、部長
　　　等の専決事項となっている。
　　　　また、道内各地の出先機関については、財務規則により各出先機関の長に委任され
　ている。

総合振興局・振興局
（関係部関係課）

建設部
（建設政策局建設管理課）

水産林務部
（総務課）

農政部
（農村振興局事業調整課）

総合振興局・振興局
（建設管理部入札契約課）

建設部
（建設政策局建設管理課）

建設部
（建築局計画管理課）

総合振興局・振興局
（産業振興部調整課・農村振興課）

総合振興局・振興局
（産業振興部水産課）

森林土木工事

主な発注機関審査担当部資格の種類

農業土木工事

水産土木工事

総合振興局・振興局
（産業振興部林務課）
（森林室森林整備課）
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　（２）資格に対応する等級区分

　　　建設工事では競争入札参加資格ごとに予定価格に対応する等級区分（格付）を定

めている。

平成31・32年度（令和元・2年度）の等級区分（格付） （単位：百万円）

種類

等級

70未満 55未満 60未満 100未満 20未満 25未満

35以上 25以上 35以上  40以上  7以上  8以上

 7未満  8未満Ｃ  　35未満 35未満 25未満 35未満  40未満

Ｂ
 　70未満

　 35以上

電気

20以上②250未満

　 70以上

60未満

森林
土木

水産
土木

建築 舗装

25以上

管

Ａ

①100以上

70以上 55以上 60以上 100以上 60以上

一般
土木

農業
土木
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○　工事の一般的な積算体系（例）

　工事目的物の施工に直接的に使われる経費。

　材料費、労務費、直接経費（光熱水費、機械経費等）などが含まれる。

　工事の施工において、共通的に必要な経費。

　機械等の運搬費、準備や跡片付けに要する費用等の準備費、工事現場

の安全対策に要する安全費、品質管理・出来形管理・工程管理に要する

技術管理費、現場事務所等の営繕費などが含まれる。

　工事施工において、品質管理、工程管理、原価管理、労務管理、安全

管理などいわゆる工事監理を実施するために必要な経費。

　工事現場で工事監理を行う従業員の給料手当、現場労働者の交通費、

安全訓練費、現場従業員の法定福利費、福利厚生費、事務用品費などが

含まれる。

　工事施工に当たる企業の継続運営に必要な経費。

　役員報酬、従業員給与、退職金、土地・建物の維持管理費などが含ま

れる。

参考

現場管理費

一般管理費

請負工事費 工事価格

消費税相当額

直接工事費

共通仮設費

直接工事費

共通仮設費

工事原価

一般管理費

純工事費

現場管理費
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